
令和３年６月 30 日 
 
各     位 

 
 

公益社団法人 北海道観光振興機構 
会 長  小 磯  修 二 

（公印省略） 
 

  「令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ）」に関わる 
企画提案の公募について 

 
 拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 平素より、当機構が実施する観光客誘致活動に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、当機構では、標記事業に関わる委託業務について、企画提案を募集することといたしまし

た。 
 つきましては、次のとおりご案内申し上げますので、よろしくお願いします。 

    敬具 
 

記 
1. 事業名  

令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ） 
 

2. 事業目的 
国の補助金を活用して実施される旅行割引事業を活用した道民の道内旅行の促進を図るため、

道内における TVCM やローカルメディア等を活用し、きめの細かい広告宣伝によるプロモーショ

ンを実施することにより、新しい旅のスタイル（仮）の啓発と道民の道内旅行需要を喚起する。 
 

3. 事業概要 
別紙「企画指示書」のとおり 

 
4. 参加表明について 

  (1)表明期限 令和３年７月７日（水）17 時 
  (2)表明方法 別紙「参加表明書」によりメールで提出すること。 

(3)提 出 先  国内誘客部 伴 
(4)E -mai l h_ban@visithkd.or.jp 

 
 

<お問い合わせ> 
〒060-0003 
札幌市中央区北３条西７丁目緑苑ﾋビル１階 
国内誘客部 伴、佐々木 
TEL 011-231-5881/FAX 011-232-5064 

 

 

  



「令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ）」委託業務 企画指示書 
 
１．委託事業名 

令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ） 

 

２．目的 

国の補助金を活用して実施される旅行割引事業を利用した道民の道内旅行の促進を図るため、道

内における TVCM やローカルメディア等を活用し、きめの細かい広告宣伝によるプロモーション

を実施することにより、新しい旅のスタイル（仮）の啓発と道民の道内旅行需要を喚起する。 

 

３．予算上限額 

７８，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

本事業は公益社団法人北海道観光振興機構理事会での令和３年度補正予算の議決前であるため、

議決結果によっては委託業務の内容及び予算上限額について、変更する場合又は事業が中止になる

場合がある。その場合は、当機構と提案者の双方の協議により提案内容の変更または契約を行わな

いことがある。また、新型コロナウイルス感染症の状況等によって、委託業務の内容及び予算上限

額について、変更する場合又は事業が中止となる場合がある。以上の場合は、当機構と提案者の協

議により業務内容の変更や契約を行わないことを決定する。 

 

４．事業期間 

委託契約日から令和４年２月 28 日まで 

 

５．企画提案しようとする者に必要な資格 

(1) 単独法人又は複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）であること。 

 (2) 単独法人及びコンソーシアムの構成員は、次の要件を全て満たしていること。 

①道内に本店若しくは事業所等（本事業を実施するために設置する場合も含む。）を有すること。 

②民間企業、又は特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人で

あること。 

③地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者でないこと。 

④地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でな

いこと。 

⑤北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月 11 日付け局総第 461 号）

第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその

停止の期間を経過していること。 

⑥暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争

入札への参加を除外されていないこと。 

⑦コンソーシアムの構成員が単独企業、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員として、

このプロポーザルに参加する者でないこと。 

 

６．委託業務内容 

(1) 全体概要 

・道民向けに道内旅行需要喚起のためのプロモーションを実施すること。 



  ・国のステージⅡ以下となり、感染状況などを見ながら開始される国の補助金を活用して実施され

る旅行割引事業（～12 月）を周知する内容であること。  

※国の対象期間が延長した場合はそれに合わせること。 

・各広告の企画・製作に必要な素材の入手・収集（権限処理を含む）、各種手続き、撮影、編集、デ

ータ加工・合成作業、プロモーションの展開等、一切の業務を行うこと。 

  ・TVCM、番組制作及びラジオは必須とすること。 

  ・道民に広く周知するため、制作の段階から可能な限り地域のマスメディア・ローカルメディアな

どや観光関連事業者と連携し、効果的に発信すること。概ね 30 媒体程度の活用を図ること。 

  ・国の補助金を活用して実施される旅行割引事業とともに地域応援クーポン事業についても効果的

に発信すること。 

・「HOKKAIDO LOVE!」※の趣旨を十分理解した上で、広告物には必ずロゴを利用すること。 

    ※https://hokkaidolove.jp 

・編集にあたっては、北海道観光 PR キャラクター「キュンちゃん」をイメージキャラクターとし

て露出機会を増やし、特に新しい生活様式に沿った旅先でのマナー※の啓発を図ること。 

 ※https://www.visit-hokkaido.jp/newstyle/ 

・当機構が取り組みを進める、Good Day 北海道「LINE 公式アカウント」※の QR コード等を掲

載すること。 

※https://tsunagaru-hokkaido.com 

  ・なお、制作物については、提案者決定後、当機構及び北海道と協議の上、最終決定するものとす

る。 

(2) TVCM 

   ①制作物 

   ・国の補助金を活用して実施される旅行割引事業の実施に合わせて、北海道各地の魅力を取り入

れ、道内旅行をバランスよく訴求すること。 

・制作物のイメージ、再生時間、ターゲット層などを提案すること。 

②放映時期 

   ・国の補助金を活用して実施される旅行割引事業の実施期間での放映をすること。なお、全期間

を通じて放映する必要はない。 

   ・GRP（延べ視聴率）及びタイムランクなどを総合的に勘案して、新しい生活様式に沿った旅先

でのマナーの啓発及び需要喚起のために放映効果が最大となるよう配慮すること。 

   ・放送局・放映期間・放映時期・時間帯・本数などを提案すること。 

  (3) TV 番組 

   ①制作物 

   ・地域の安全性を PR するため、観光関連事業者が実施している感染防止対策等の情報番組を制

作すること。 

   ・道内の４～６圏域ごとに各地域の特色を出した内容とするとともに、離島での取り組みも広く

周知する構成とすること。 

   ②放映時期 

   ・国の補助金を活用して実施される旅行割引事業の実施期間での放映をすること。なお、全期間

を通じて放映する必要はない。 

   ・GRP（延べ視聴率）及びタイムランクなどを総合的に勘案して、新しい生活様式に沿った旅先

でのマナーの啓発及び需要喚起のために放映効果が最大となるよう配慮すること。 



   ・放送局・放映期間・放映時期・時間帯・本数などを提案すること。 

(4) ラジオ番組 

   ①制作物 

   ・地域の安全性を PR するため、観光関連事業者が実施している感染防止対策等の情報番組を制

作すること。 

   ・道内の４～６圏域ごとに各地域の特色を出した内容とするとともに、離島での取り組みも広く

周知する構成とすること。 

   ②放映時期 

   ・国の補助金を活用して実施される旅行割引事業の実施期間での放映をすること。なお、全期間

を通じて放映する必要はない。 

   ・聴収率などを総合的に勘案して、新しい生活様式に沿った旅先でのマナーの啓発及び需要喚起

のために放映効果が最大となるよう配慮すること。 

   ・放送局・放映期間・放映時期・時間帯・本数などを提案すること。 

(5) その他プロモーションの展開 

・その他、有効と考えられるプロモーション手法を、時期及び内容等も含めて提案し、各手法にお

けるターゲットも明らかにすること。 

   （例）新聞広告、サイネージ（タクシー、主要駅）、交通広告、無料パブリシティ等 

(6)留意事項 

  ・実施時期及び内容等については、新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合がある

ことから、その都度、当機構及び北海道と協議の上、変更等について決定するものとする。 

   

７．事業実績報告書及び成果物の納品 

(1) 事業実績報告書 

事業終了後、次の報告書を提出すること。 

➀概要版を含む事業実績報告書 ３部（併せて電子データを提出すること） 

 

(2) 成果物 

以下の成果物を電子データで提出すること。 

➀本業務における広告宣伝で使用した素材データ一式 

 

８．今後のスケジュール  

 (1) 当事業への参加表明 ７月７日（水）17:00 まで 

 (2) 企画提案書提出    ７月 20 日（火）12:00 まで 

 (3) 審査会       ７月 26 日（月）予定（ヒアリング実施） 

 (4) 結果通知      ７月 27 日（火）以降の通知予定 

※５者を超える企画提案があった場合、予め書面審査により審査会に参加する５者を選定する。 

 

９．企画提案書の記載について 

企画提案書の作成にあたっては、提案内容のほか、下記の項目について記載すること。 

(1) これまでの事業実績 

過去３年以内の本事業と同種、かつ同程度の規模の事業受注実績について記載すること。なお、

社名が特定されないよう、過去に当機構から受託した事業内容は一切記載しないこと。 



(2) 業務実施体制 

  当該業務実施体制について、業務担当者をはじめとする事業提案者の体制を具体的に記載するこ

と。なお、事業提案者の業務担当者名については、「Ａ」、「B」などといった表現を用いて記載する

こと。 

(3) 業務スケジュール 

委託業務開始から終了までのスケジュールを具体的に記載すること。 

(4) 見積書 

  費用項目の明細を記載すること。 

 ※ 交通費、宿泊経費、コーディネート費等 

 

10．選定規準について 

(1) 事業者の選定方法 

   プロポーザル方式（価格考慮型）による審査委員会にて事業者を決定する。 

  ※企画提案内容に加えて価格についても審査基準の要素とする。 

(2) 選定基準 

  ①業務遂行能力 

    北海道観光のプロモーションに精通し、業務を遂行するにあたっての実施体制が確保され、

業務遂行能力があると判断できるか 

  ②企画提案の目的適合性 

   ア 指示内容が十分理解されているか 

   イ 効果的な事業内容となっているか 

  ③実現性 

   事業の組立てやスケジュールに具体性があり、確実に実現できる提案になっているか。 

④経済合理性 

   費用対効果が高い提案となっているか 

 

11．参加表明の提出 

  本事業に参加しようとする者は、会社名、代表者名、担当者役職・氏名、連絡先（電話・メールア

ドレス等）必要事項を記載の上メールにより申込すること。 

 (1) 表明期限 令和３年７月７日（水）17 時(必着) 

(2) 表 明 先 国内誘客部 伴 

 (3) E -mai l h_ban@visithkd.or.jp  

 

12．企画提案書の提出 

  (1) 提出期限 令和３年７月 20 日（火）12 時(必着) 

 (2) 提出場所 公益社団法人北海道観光振興機構 

        札幌市中央区北３条西７丁目 緑苑ビル１階 

        国内誘客部 伴、佐々木 

 (3) 提出部数 企画提案書(Ａ４版)６部 

        ※１部のみ社名を記入、残り５部は無記名で提出願います。 

13. 事業説明会 

本事業に関する事業説明会は、新型コロナウイルス対策の観点から開催しないこととし、事業内



容に関する質問を令和３年７月７日（水）17 時までメール、個別相談を受け付ける。 

回答については全体を取りまとめの上、参加表明した事業者に対し、７月９日（金）以降に速や

かに送信する。 

 

14. 再委託の禁止について 

 ・再委託の予定がある場合は（下記Ｂの業務に限る）、再委託先の事業者名、住所、金額、再委託する

業務範囲を記載すること。なお、再委託を行う際には、予めと当機構の承認を得る必要があるので

留意すること。 

*当機構の承認を要する再委託の範囲は、次の区分におけるＢを言う。 

Ａ「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）・・・

再委託を行うことは出来ない。 

Ｂ「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務・・・再委託に際し、当機構の承認を要する。 

Ｃ「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、

参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等）・・・再委託に際し、当機構の承諾を要さない。 

 

15．留意事項 

(1) この指示書に定めのないものは、当機構と協議のうえ決定する。 

(2) 業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、当機構と提案者が協議して決定す

る。 

 (3) 新型コロナウイルス感染症の状況により、委託業務内容などを変更する場合は当機構と提案者の

協議のうえ決定する。 

(4) 本業務により著作権その他の権利が生じた場合は、当機構に移転すること。 

 

16．お問い合わせ先 

  国内誘客部 伴、佐々木 

  電 話:011-231-5881  ＦＡＸ:011-232-5064 

  E-mail: h_ban@visithkd.or.jp 

 

  



参 加 表 明 書 
締切 令和３年７月７日（水）午後５時 

 

宛先 公益社団法人北海道観光振興機構 

   国内誘客部 伴 

E-mail  h_ban@visithkd.or.jp 
 

「令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ）」委託

業務に係る企画提案の参加表明をします。 

 
会 社 名  
担当社名 

部署･役職： 
 
氏名： 

 

連絡先 

 

TEL 
 
FAX 
 
Email 
 

 

  



令和３年度 旅行需要喚起事業（道内ＰＲ）に係る企画提案 

事業公示に係る個別相談_ 

 

北海道観光振興機構 国内誘客部 担当 伴 宛 
   Mail：h_ban@visithkd.or.jp FAX：011-232-5064 

会 社 名  

連 絡 先  

役職・氏名 
 

 

質問要旨 

 

 

 

その他 

直接訪問される個別相談をご希望の場合は、スケジュールをお知らせ

ください。時間の都合により調整させていただく場合がありますので

ご理解願います。 
令和３年 月 日（  ）   時 

 


